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自ら出産した新生児を殺害した被告人が，その死体をタオルで包み，ポリ
袋に入れるなどして自宅などに隠匿した死体遺棄の事案について，葬祭
義務を果たさないまま放置した不作為による遺棄行為を起訴したもので
あるから，公訴時効の起算点は，警察官が死体を発見した時であるとい
う検察官の主張を排斥し，作為による死体遺棄罪が成立するとした上，
公訴時効が完成しているとして免訴を言い渡した事例
大阪地裁判平成25年⚓月22日判タ1413号386頁山 下 裕 樹

翻 訳
チャンズー・ソン「名目上の兄弟韓国に帰還した韓国系
中国人移民の疎外感とアイデンティティの変容」・「越境主
義の時代におけるディアスポラ包摂韓国のディアスポ
ラの包摂は国の発展を支えることが可能」角 田 猛 之
ミヒャエル・パヴリック
『市民の不法』（12）
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呉訥撰・若山拯訓読『祥刑要覧』の訳注 (二) 佐 立 治 人

関西大学法学会規則
第⚑条 本会は，関西大学法学会と称する。
第⚒条 本会は，法学の研究を促進し，かつ研究の成果を発表することを目的とする。
第⚓条 本会は，次の事業を行う。
⚑ 機関誌「関西大学法学論集」及び「関西大学法学会誌」の発行。
⚒ その他本会の目的を達成するために必要な事項。

第⚔条 本会の事務所は，関西大学法学部内に置く。
第⚕条 本会は，次の者をもって会員とする。
⚑ 法学部及び大学院法務研究科（以下法科大学院と称す）の教授，准教授，専
任講師，助教，特別契約教授。

⚒ 政策創造学部の教授，准教授，専任講師，助教，特別契約教授であって入会
した者。

⚓ 法学部，大学院法学研究科，法科大学院，政策創造学部またはガバナンス研
究科の非常勤講師であって入会した者。

⚔ 法学部学生，大学院法学研究科学生及び法科大学院学生。
⚕ 政策創造学部の学生であって入会した者。
⚖ 法学部，政策創造学部，大学院法学研究科及び法科大学院の卒業生であって
入会した者。

⚗ その他評議員会の承認を得た者。
第⚖条 次の者を本会の名誉会員とする。
⚑ 法学部又は法科大学院に在籍した名誉教授。ただし，特別契約教授として在
職中の者は除く。

⚒ 特に評議員会の承認を得た者。
第⚗条 本会に次の役員を置く。
⚑ 会長 法学部長をもって充てる。
⚒ 評議員 教授，准教授，専任講師，助教及び特別契約教授をもって充てる。
⚓ 編集・庶務・会計各委員 評議員の中から評議員会において委嘱する。
その任期は⚑年とする。ただし，再任は妨げない。

第⚘条 第⚕条第⚑号及び⚒号の会員は会費年額15,000円を，同条第⚓号から⚗号ま
での会員は会費年額6,000円を納めることを要する。

第⚙条 会員及び名誉会員は，機関誌「関西大学法学論集」及び「関西大学法学会
誌」の配布を受ける。

第10条 この規則の改正は，評議員会の決議による。
付則 この改正規則は，平成27年⚗月22日から施行する。ただし，従前の第⚘条の

規定により平成21年度以降の会費を予め法学会に払込んでいる者については，
なお従前の例による。
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